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③駐車場の規模算定 

 同時在園者数は，625 人である。筆の里工房へのアクセス手段の構成率は，資料表Ⅰ.2 に示

す通りである。自家用車利用者は，約 80％を想定するとともに，乗車人員を 2.2 人※1 として算

定する。バス利用者は，約 10％を想定し，乗車人員を 24 人※1 として算定する 

・駐車場必要台数（小型）＝625 人×0.8／2.2＝227 台 ⇒確保台数：265 台 

・駐車場必要台数（大型）＝625 人×0.1／24＝3 台   ⇒確保台数：5 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 乗車人員は，東・中・西日本高速道路株式会社の設計要領第 6 集（トイレ規模算出）を参照 

    サービスエリア：小型車＝2.2 人/台，大型車＝24 人/台（観光部） 

 

（２）トイレ 

 トイレの規模は，東・中・西日本高速道路株式会社の設計要領第 6 集を参照に想定する。 

 これらの施設は駐車場規模によって，標準的な規模設定が示されている。今回の計画では全

体で約 230 台の想定がなされているが，これは既設の筆の里工房も含んだ数値であり，本施設

の検討にあたっては，100 台程度の駐車場を想定し，設定するものとする。 

   ※なお，実際の利用状況等を勘案しながら計画の見直し検討を行うものとする。 

 

 

駐車ます数 標準的な面積（㎡）

300 500 

250 430 

200 350 

150 280 

100 200 

80 130 

 

 

  

交通手段（Ｈ27年実績）

自家用車 バス その他 合計

人数 48,621 5,296 5,990 59,907

比率 81.2% 8.8% 10.0% 100.0%

筆の里工房周辺エリア全体の交通手段の想定（Ｈ32年）

自家用車 バス その他 合計

人数 120,000 15,000 15,000 150,000

増加数 71,379 9,704 9,010 90,093

倍率 2.5 2.8 2.5 2.5

比率 80.0% 10.0% 10.0% 100.0%

出典：設計要領 第六集 建築施設編 

（Ｈ27.10 東・中・西日本高速道路株式会社） 

資料表Ⅰ.2 交通手段別利用者数の想定

資料表Ⅰ.3 サービスエリアのトイレ（観光部）の標準規模
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（３）屋根付き広場 

屋根付き広場は，概ね４ｍ×８ｍ程度のステージと 10ｍ×15ｍ程度の広場空間を有する施設

とし，約 100 名（1.5 ㎡/人と想定）程度の休憩所やイベント空間として機能し，小学生の遠足

においても，２クラス程度のお弁当広場として活用可能である。 

また，椅子席などを想定すると，150 人程度は収容できるイベントが開催可能な規模である。 

 

（４）体験交流室 

 体験交流室は，上記の屋外広場と同等の広さを確保し，150 人程度のスクール形式での講習

会，半分程度に仕切った各種会合，及び 50 人程度規模の筆を活用した各種体験教室などができ

る施設を確保する。 

 

（５）情報発信室及び管理事務室 

 情報発信室及び管理事務室は，トイレなどと同様に東・中・西日本高速道路株式会社の設計

要領第 6 集を参照に想定する。 

施設規模的にはトイレの検討と同様に，100 台程度の駐車場を想定し，設定するものとする。 

  

 

駐車ます数 標準的な面積（㎡）

300 250 

250 210 

200 210 

150 170 

100 台以下 140 

 

 

※休憩所:：休憩所，インフォメーション，救護室，事務室，湯茶接待室で構成される。 

 

 今回の規模設定においては，工房事務所との一体化や，ハイウエイショップ側にフードコー

トと一体となった休憩スペース化を想定しており，ここでは最小限のものとし，100 ㎡程度を

想定するものとする。 

 

 また，イベント開催時のテントや机・椅子，のぼりや案内板などを収容する倉庫や職員の休

憩室等を考慮した，倉庫などのスペースとして，150 ㎡程度を確保するものとする。 

 

   出典：設計要領 第六集 建築施設編 

（Ｈ27.10 東・中・西日本高速道路株式会社） 

資料表Ⅰ.4 サービスエリアの休憩所の標準規模 
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（６）産直市・特産品販売施設及びフードコート 

 産直市・特産品販売施設やフードコート等は，東・中・西日本高速道路株式会社の設計要領

第６集を参照に想定する。 

 施設規模的にはトイレの検討と同様に，100 台程度の駐車場を想定し，設定するものとする。 

  

駐車ます：100 台程度のサービスエリアにおける標準規模 

 

  ○ハイウエイショップ※1：160 ㎡  

 

 

駐車ます数 標準的な面積（㎡）

300 255 

250 230 

200 200 

150 170 

100 160 

  

80 160 

 

 

 

※１ ハイウエイショップ 

フードコート，スナックコーナー，ショッピングコーナー，自動販売機コーナー等の

飲食販売施設の他，道路案内（インフォメーション）等のサービス機能を持つ施設 

 

 

  

出典：設計要領 第六集 建築施設編 

（Ｈ27.10 東・中・西日本高速道路株式会社） 

資料表Ⅰ.5 サービスエリアのハイウエイショップの標準規模 
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 また，産直市については，「中国地域における｢道の駅｣の地域振興に果たす役割および防災拠

点化活用調査」において，資料図Ⅰ.2 のような結果になっており，平均で 223 ㎡になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは，これらの数値を基に，物品の保管庫などのバックヤードを考慮し，やや広めの 450

㎡程度を想定する。 

 

 160 ㎡（ハイウエイショップ）+223 ㎡（特産品販売所）+67 ㎡（余裕）≒450 ㎡ 

 

また，これらに付帯し，簡単なジャムづくり等ができる加工所（調理室）などを併設する。

規模としては，100 ㎡程度を想定する。 

 

 

 

 

0

3

6

9

12

平均値：223.1 ㎡ 

資料図Ⅰ.2 特産物販売所の面積分布 

 特産物販売所
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Ⅱ．町民アンケート調査の概要                        

（１）調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（２）調査結果概要 

 ①調査対象者の属性 

ⅰ）性別 

○性別の構成率は，男性 38.4％，女性 61.6％となっている。 

 

 

ⅱ）年齢 

○年齢別の構成は，30 代～60 代までは 18％前後で同程度の構成となっている。 

○20 代と 70 代は 10％程度と少なくなっている。 

 

  

n=328

38.4 61.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性 女性

n=330 10.9 17.3 19.4 17.6 17.9 12.1 4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20代 30代 40代
50代 60代 70代
80代以上

①調査目的 

熊野町が有する地域資源を洗い出し，観光・交流の観点から最大限に活用していくこ

とを目的として，町民を対象としたアンケート調査を実施した。 

②調査対象 

熊野町在住の町民（住民基本台帳から無作為抽出） 

③調査方法 

郵送配布，郵送回収によるアンケート調査 

④調査対象数 

  1,000 人（回収数 328， 回収率 32.8％） 

⑤調査日程 

郵送配布 平成 28 年 10 月 4 日（月） 

回収締切 平成 28 年 10 月 21 日（金） 

⑥調査項目 

ⅰ)属性 

性別，年齢，熊野町での居住年数，熊野町外での居住年数 

ⅱ)地域資源 

おすすめしたい，自慢したい熊野町の魅力 

ⅲ)熊野町民の特性 

余暇活動の過ごし方 

資料図Ⅱ.1 性別の構成 

資料図Ⅱ.2 年齢の構成 
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 ②熊野町の魅力に関すること 

 ⅰ）住民アンケートの結果 

○熊野町の魅力的な地域資源として，熊野筆を指摘された割合が 87.7％と特に高くなって

いる。それに次いで，筆まつり 60.2％，筆の里工房 54.7％等，筆に関連した資源が上

位を占めている。 

○地元グルメに関する指摘は 10％前後でやや低いものとなっている。 

○筆に関連する資源となる熊野町観光案内所「筆の駅」は 3.6％と低い。 

 

 ⅱ）来訪者の観光資源の認知度との比較 

○住民が筆関連資源に魅力を感じる割合が高く，地元グルメや熊野町観光案内所「筆の

駅」への関心が低いという傾向は，同時期に実施した筆まつり来訪経験別の観光資源

の認知度の比較（資料図Ⅱ.4）と類似しており，地元住民と来訪者との認知度や魅力度

の認識にあまりギャップがないことがうかがえる。 

○一方，地元住民と来訪者に大きな差がみられるのは，筆づくり体験と工房見学体験で

あり，地元住民があまり気付かない資源を来訪者が魅力資源として捉えていることが

示されている。 

 

 

 

 

 

 

               資料図Ⅱ.3 熊野町の魅力に感じる資源としての指摘割合 
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                                   資資料図Ⅱ.4 来訪経験別のの観光資源のの認知度の比較較 
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Ⅲ．来訪者ヒアリング調査の概要                        

（１）調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）調査結果概要 

 ①調査対象者の属性 

 ⅰ）性別 

○性別の構成率は，男性 34.4％，女性 65.6％であり女性が３分の２を占める 

 

 

ⅱ）年齢 

○年齢別の構成は，40 代が 29.3％と最も多く，それに 30 代の 18.8％が続く。 

○また，60 代が 15.7％，70 代以上が 7.5％であり，来訪者は幅広い年齢層となっている。

 

n=389 34.4 65.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性 女性

n=389

1.3

12.1 18.8 29.3 15.4 15.7 7.2

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上

①調査目的 

熊野町の地域資源を来訪者の視点で客観的に評価するとともに，来訪者のニーズ（興

味・関心）を把握することを目的として実施した。 

②調査対象 

９月 22 日開催の「筆まつり」への来訪者 

③調査方法 

対面インタビュー調査 

④調査対象数 

389 人 

⑤調査箇所 

主調査箇所：寺垣内石材店 

副調査箇所：「筆の里工房」，「中央ふれあい館」 

資料図Ⅲ.1 性別の構成 
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ⅲ）居住地 

○来訪者の居住地は，広島県内 87.7％，広島県外 12.3％となっている。 

○広島県内では，広島市が 55％と半数以上を占める。それに呉市の 20％，東広島市の

11％など隣接市が続いている。 
 

   
②来訪行動に関する情報 

ⅰ）熊野町までの移動手段 

○自家用車の利用割合が 86.6％を占め，高い依存率となっている。 

○公共交通は 11.8％と少なく，今後インバウンド観光客の向上を図るには，公共交通に

よるアクセス性を高めることが必要とされている。 
 

 

 

 

ⅱ）主な来訪目的（複数回答） 

○筆の市・一万本の筆通りが 64.3％と最も高い。 

○屋台 46.0％，ふれあいステージ（筆まつりライブ）33.9％，筆の里工房企画展 32.1％

がそれに続く。 
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資料図Ⅲ.2 年齢の構成 

資料図Ⅲ.3 居住地の構成 

資料図Ⅲ.4 移動手段の構成 

資料図Ⅲ.5 主な来訪目的 
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ⅲ）熊野町への来訪経験 

○来訪経験は，リピーターが 75.3％と多く，初めては 24.7％と少なくなっている。 

○来訪経験を居住地別にみると，広島県内では初めてが 20％であるのに対し，広島県外

では 56％となっている。入込観光客の増加では，広島県外からの呼び込みが重要であ

ることが示されている。 

○リピーターの訪問回数では，10 回以上が 43.0％と最も多く，かなり頻繁に来訪されて

いる点がうかがえる。 

                   
24.7 75.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

初めて訪れた 訪れたことがある

69（20％）

27（56％）

272（80％）

21（44％）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

広島県内(n=341)

広島県外(N‐48)

居住地別の来訪経験

初めて訪れた 訪れたことがある

資料図Ⅲ.6 来訪経験 

資料図Ⅲ.7 居住地別の来訪経験 
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ⅳ）熊野町の観光資源の認知度 

○熊野筆の認知度は 100.0％となっており，筆の里工房が 93.6％と続いている。熊野町

が，筆の都として十分に認知されている点が確認できる。 

○ご当地グルメのＫＵＭＡ焼き，八寸，ふわふわ納豆焼，ご当地酒の大号令，観光資源

のゆるぎ観音などは，2 割以下の認知度となっている。 

○筆との関連性の強い，榊山神社，筆づくり体験，工房見学体験などは 5 割以上の認知

度となっているが，熊野町観光案内所「筆の駅」の認知度が 25.4％と低い。観光入込

の拠点施設であることから，認知度を高める工夫が求められる。  
    ⑤ＫＵＭＡ焼 n=389

⑥筆の里工房 n=389

⑧ゆるぎ観音 n=389

⑨八寸 n=389

⑩大号令 n=389

⑪ふわふわ納豆焼 n=389

⑫筆づくり体験

n=389

①熊野筆 n=389

③彼岸船 n=389
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資料図Ⅲ.8 熊野町の観光資源の認知度 
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ⅴ）熊野町の観光資源の関心度 

○関心度が高いのは，熊野筆，筆まつり，筆の里工房などとなり，認知度の高さの傾向

と類似したものとなっている。来訪者は，筆をターゲットとしている点がうかがえる。

○筆まつりの催しである彼岸船，観光資源のゆるぎ観音などに対する関心は低い。また

ご当地グルメや地酒に対する関心度も低い。 

○筆の駅に対する関心度も低く，西方面からの観光玄関口として設置された施設の機能

が活かされていない。町内の観光資源の魅力を発信する上でも，筆の駅の周知と活用

が求められる。 
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資料図Ⅲ.9 熊野町の観光資源の関心度 
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Ⅳ．熊野町観光基本戦略検討委員会                      

（１）設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 熊野町の地域資源を最大限活用した観光の基本理念を確立し，各種観光施策を効果的に

実施するための熊野町観光基本戦略（以下「基本戦略」という。）を検討するため，熊野町観

光基本戦略検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は，次の各号に掲げる事務を所掌する。 

(1) 基本戦略の検討に関すること 

(2) その他基本戦略検討に必要な事項に関すること 

（組織） 

第３条 検討委員会は，委員15人以内で組織する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから，町長が委嘱又は任命する。 

(1) 町議会の議員 

(2) 関係行政機関の委員 

(3) 公共公益的団体等の役職員 

(4) 学識経験を有する者 

(5) 町職員 

(6) 前各号に掲げる者のほか，町長が適当と認める者 

３ 委員の任期は，委嘱又は任命の日から基本戦略が検討された日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によりこれを決める。 

２ 委員長は，検討委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は欠けたときは，その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集し，委員長がその議長と

なる。 

２ 会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。 

４ 委員長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，意見若しくは説

明を聴き，又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 検討委員会の庶務は，総務部商工観光課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，検討委員会に関し必要な事項は，委員長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，公布の日から施行し，第２条に規定する検討委員会の所掌事務が終了したとき

に，その効力を失う。 

（召集の特定） 

２ この要綱により最初に開かれる会議は，第５条第１項の規定にかかわらず，町長が招集する。 
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（２）検討委員会 

 

氏  名 団体・機関役職名 備 考 

高井 広行 元近畿大学教授 委員長 

山吹 冨邦 熊野町議会議長 副委員長

岡崎 磊造 熊野町商工会会長  

本迫 修 熊野筆事業協同組合理事長  

菅田 賢宏 自治会連合会会長  

田口 裕章 熊野町 PTA 連合会副会長  

山野 千佳子 女性会会長  

織田 寛治 まちづくり協働推進事業審査会委員  

八木 正孝 まちづくり協働推進事業審査会委員  

坊田 健二 まちづくり協働推進事業審査会委員  

上野 敏浩 安芸農業協同組合代表理事組合長  

内田 充 熊野町副町長  

岩田 秀次 熊野町総務部長  

沖田 浩 熊野町建設部長  

石井 節夫 熊野町総務部参事  
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（３）検討委員会開催状況 

 

開催期日 会議名称等 内    容 

平成 

12 月 

28 年

６日 

第 1 回熊野町観光基本

戦略検討委員会 

・委員長，副委員長選任 

・観光基本戦略検討委員会の目的，事業スケジ

ュールなど 

・地域資源基礎調査の報告 

・観光交流拠点施設整備の目的など 

・その他 

平成 

１月 

29 年 

26 日 

第２回熊野町観光基本

戦略検討委員会 

・前回検討委員会の概要 

・熊野町の今後の観光戦略について 

・観光戦略の方向性と主な取組み方針について

・観光交流拠点の整備構想（案）について 

・その他 

平成 

２月 

29 年 

20 日 

第３回熊野町観光基本

戦略検討委員会 

・前回検討委員会の概要 

・熊野町の今後の観光戦略について 

・観光戦略の方向性と主な取組み方針について

・観光交流拠点の整備構想（案）について 

・その他 

平成 

３月 

29 年 

24 日 

第４回熊野町観光基本

戦略検討委員会 

・前回検討委員会の概要 

・熊野町の今後の観光戦略について 

・観光戦略の方向性と主な取組み方針について

・観光交流拠点の整備構想（案）について 

・その他 
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